
両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事を両立できる“職場環境づくり”

不妊治療のために利用可能な休暇制度等(※)を導入し

実際に利用した場合

２８.５万円

（注2） 不妊治療と仕事の両
立について労働者の相談に対
応し、両立を支援する者。
役職は問いません。

申請書類や不妊治療両立支援プラン、面談シートに医師の証明
等は不要です。

（注1）休暇、短縮した時間分は有
給・無給どちらでも可
（賃金を減額している場合は、減額計
算について説明した資料（任意様
式）の提出が必要です。）

支給申請

審査・決定

不妊治療と仕事の両立のための
社内ニーズの把握

就業規則等の改正・
利用可能な制度の周知を行う(注1)

「両立支援担当者」（注2）を選任する

【活用の流れ】

不妊治療支援プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計
５日（回）以上労働者に取得又は利用させる

両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、
「不妊治療支援プラン」を策定する

(※)不妊治療のための休暇制度（特定目的・多目的とも可）、所定外労
働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
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広島県広島市中区十日市町1-1-9相生通り鷹匠ビル2Ｆ

[ＴＥＬ]082-293-8102／ [Ｅ-mail]info@jinji-fuku.jp

※実際に適用される法令や制度に
ついては、改正・変更される場合
があります。

【活用のポイント】
✔出勤簿・賃金台帳、就業規則の整備は必須です。
・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書等を作成・保管していない事業主は助成金を受ける
ことが出来ません。
・就業規則が現行法に即していない場合は、助成が受けられない場合があります。
・残業手当の計算間違いなどは、支給にあたって壁になることがあります。
出勤簿に基づく残業手当の計算が正しくされているか、毎月しっかり確認しましょう。
また、最低賃金を下回る給与の支給額、時間外労働等の割増賃金の未払い等の労働関係法令
違反をしている場合は助成金を受けることができません。

✔助成金受給後も導入状況の調査や提出書類があります。
・助成金受給後も、管轄の労働局や行政機関から調査やアンケートを求められる場合があります。制度の
運用状況について、きちんと記録をしておきましょう。

【助成額】

《参考》厚生労働省 仕事と不妊治療の両立について

①環境整備、休暇の取得等 28.5万円 <36万円>

②長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、
原職に復帰させ３か月以上継続勤務させた場合

１人当たり28.5万円 <36万円>
（５人まで）

＜＞内は生産性要件を満たした場合の支給額

厚生労働省が、職場内での不妊治療への理解を深めていただくため、公表している
不妊治療の内容や職場での配慮ポイントなどを紹介したマニュアル等もありますので、
ご活用ください。
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」
「不妊治療連絡カード」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

【不妊治療と仕事の両立に関するニーズ調査（例）】


